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●アルプス処理水海洋放出の方針決
定に強く抗議する　全漁連会長声明

　本日、国はアルプス処理水海洋放出の方針決
定を行った。
　４月７日、我々は菅義偉内閣総理大臣に対し、
「漁業者・国民の理解を得られないアルプス処
理水の海洋放出には、ＪＦグループとして断固
反対」であることをあらためて申し入れ、慎重
な判断を強く求めたところである。それにもか
かわらず、本方針が決定されたことは極めて遺
憾であり、到底容認できるものではない。ここ
に強く抗議するものである。今後とも、海洋放
出反対の立場はいささかも変わるものではな
い。
　国は、汚染水対策の過程における福島県漁連
の要望に対し、アルプス処理水について関係者
の理解なしにはいかなる処分も行わないことを
明確に回答しており、なぜ関係する漁業者の理
解を得ることなくこの回答を覆したのか、福島
県のみならず全国の漁業者の思いを踏みにじる
行為である。
　全国の漁業者、国民の不安を払拭するため、
次の事項について、国としての対応をあらため
て強く求めるものである。
１．漁業者・国民への説明（略）
２．風評被害への対応（略）
３．アルプス処理水の安全性の担保（略）
４．漁業者の経営継続
　福島県ならびに近隣被災県の漁業者、そして
全国の漁業者が安心して子々孫々まで漁業が継
続できるための方策を、国の責任として明確に
示すことを求める。
５．継続保管等の継続的検討
　半減期効果を念頭に置いた敷地内における更
なるタンク増設による保管継続や新たな処理・
保管方法等の検討など、あらゆる可能性につい
て国の責任で継続的に検討・実施していくこと
を求める。
 ２０２１年４月１３日
 全国漁業協同組合連合会 代表理事会長 岸 宏

●ＩＰＰＮＷ（核戦争防止国際医師
会議）の態度表明（要旨）

　２０２１年４月１２日
　４月１３日、日本政府は閣議を開いて、放射
能汚染水の海洋投棄を公式に最終決定するとの
ことである。ＩＰＰＮＷは、日本政府のこの計
画に警告を発し、これを強く批判する。
　｢理性と科学に耳を貸すことなく、日本政府
は放射能汚染水を太平洋に投棄しようとしてい
る。これは、住民と漁業関係者にとって恐るべ
き事態である」とＩＰＰＮＷの理事であり小児
科医のアレックス・ローゼン博士は述べる。
　｢いわゆるＡＬＰＳ（多核種除去設備）が汚
染水を処理する」と言われている。しかし、ト
リチウムなどの核種にたいしてはＡＬＰＳは効
果がない。これらの核種は、魚介類や海藻に吸
収され、食物連鎖をとおして結局レストランや
スーパーにやって来る。
　それに次のような問題もある。それは、東京
電力が過去においてＡＬＰＳのフィルター能力
について真実ではないことを公表していたこと
を何度も認めていることだ。「処理水」の中か
らストロンチウム９０など癌を引き起こす物質
が、きわめて高い数値で発見されているのだ。
　「処理水を海洋に流すことは、生態系と健康
に危険をもたらすものであり、無責任である。
また、かりにＡＬＰＳがいつか東京電力が言う
ように機能したとしても、その汚染水には健康
に害のあるトリチウムが含まれている」とロー
ゼン氏は言う。
「そんなことをするよりも、耐地震タンクで
１００年規模で保管することが一つの手だろ
う。そうすれば、多くの放射性元素が崩壊して、
その危険性が減少するであろう。また、そのこ
ろになれば、汚染水を根本的に浄化する別の技
術的方法が見つかるかもしれない」とも。
　福島第一の破局的大事故から１０年がたっ
た。しかし、放射能による危険は相変わらず続
いている。

一部要約して紹介します。
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帰還困難区域

福島県

　4月 17 日、「3.11 反原発福島行動」は浪江
町津島地区の現地立ち入り調査を行いました。
案内していただいたのは、「福島原発事故津島
被害者原告団」から団長の今野秀則さん、事務
局長の武藤晴男さん、3月 1日以降署名活動を
とおしておつきあいいただいている副団長の石
井ひろみさんです。福島市から 6名、郡山市、
三春町（写真家・飛田晋秀さん）から各 1名
の計 8人が参加し、原告団の車３台に分乗し
現地に立ち入りました。
　今回の立ち入りはお三方が自宅に行くのに同
行するという形です。まずは、立ち入り許可を
得るための受付から始まりました。受付場所は、
予定の「地域活性センター」から近くの旧保育
所跡地に変更になっていました。「現地は住居
の解体が日々進められ、行くたびに風景が変
わっている」という石井さんの説明でした。自
宅に行くのすら許可が必要、日々風景が変わり
ふるさとが失われていくという現実に、冒頭か
ら驚きを隠せませんでした。

　見学は、津島稲荷神社から始まり、浪江町役
場津島支所・津島開拓碑、津島診療所、今野団
長宅での昼食・「ふるさとを返せ　津島原発訴
訟」の説明、午後は、被災住宅・石井副団長宅、
同・武藤事務局長宅、高橋養鶏場、津島と葛尾
の帰還困難と解除の境界区域、長安寺、最後に
浪江高校津島分校です。
　【津島稲荷神社】石井副団長の夫も役員をし
ているというこの神社は、1400 年にこの地に
移転されて以降、地域の人たちの心のよりどこ
ろであると同時に交流の場でもあることが、今
野団長から説明。
　【浪江町役場津島支所・津島開拓碑】2011
年３月 12日深夜、避難によって浪江町役場本

庁の機能が津島
支所に移動。当
時、支所のすぐ
近くの松本屋旅
館を経営してい
た今野団長は、
「ドスンドスン
というトラック
から文書などを下ろす音に驚いた」と話してく
ださいました。15日に、津島地区が避難を決定、
避難するまでの間、浪江町の機能はこの支所に
あったとのこと。そして、人口 1400 人の津島
地区に１万人を超える浜通りの人が避難してき
たのです。津島地区の人々は避難者を温かく迎
え入れ、受け入れ態勢の整備に奔走しました。
　役場敷地内に開拓者有志よって建てられた
【開拓碑】、戦後「満州」などから引き揚げ、開
拓に入った人たちの歴史を刻んだものです。鍬
1本で荒れ地を開拓し、半世紀を超える努力に
よってようやく生活も安定してきたところでの
原発事故です。満州で棄民となり、今回の事故
で、壊れてもいない家を去らざるをえなかった
悲しさ、悔しさは想像を絶するものと思います。
一方、津島地区の歴史は古く、津島地区に多く
ある今野と紺野の姓は、今野が相馬藩の、紺野
が三春藩の末裔と伝えられる程の歴史ある地域
なのです。原発事故は津島のこうした歴史、新
旧住民が戦後形成してきたコミュニティを放射
能汚染によって奪い去ったのです。
　【津島診療所】医師一人の診療所に 200 メー
トル程も列をなして並ぶ受診者に対応した奮闘
が、まじかで目撃した今野団長から説明されま
した。3日間、診療所内にいた医師の積算線量
計は 800 μ Sv、屋外に並んでいた人の被曝は
すさまじい線量だったのではないか、と説明さ
れました。スピーディ情報の隠ぺいが、多くの
人に無用の被曝を強いたのです。
　帰還困難区域での飲食は禁止ですが、昼食は、

浪江町津島地区─帰還困難区域　現地調査を行いました
事故から１０年、今も津島地区の住民はふるさとに帰ることが出来ません

立ち入り受付のスクリーニング

防護服を着て立ち入り

NAZEN ふくしま   高橋 俊一
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自己責任で【今野団長の松本屋旅館】内でいた
だきました。食事のあと津島訴訟の内容と現状
が詳しく説明されました。
　午後は、被災住宅を見せていただきました。
【石井さん宅】ひろみさんの夫の代で 18 代と

いう旧家の石井さん宅
は、国の選択無形民俗文
化財に指定されている
「田植え踊り」の運営を
中心で担う「庭元」を代々

務めてきた家でもあり、敷地内には大きな氏神
様の社もある旧家です。大切に使われてきたで
あろう家が、放射能によって立ち入り禁止とさ
れ、１０年の歳月によって、荒れ果ててきた様
子は、当日の曇り空も相まって、悲しみをさそ
いました。
　【 武 藤 さ ん 宅 】 は
１１４号国道からはだ
いぶ入った山中にあり
ました。許可を得て立
ち入れるようになって
からも、イノシシなどに踏み荒らされた自宅内
へは奥さんは入りませんでした。一緒に来ても
庭先に止めた車からは出てこなかったのだそう
です。子どもたちも年に２度の墓参りには来て
も家には寄らないと武藤さんは涙をこらえなが
ら説明してくれました。「来るたびに掃除をし
て大事にしていた家も、動物が入ると荒れ果て
る。こんな様子を見てほしいとは思わない」と
もおっしゃっていました。

　【高橋養鶏場】かつては 3.5 ～４万羽を飼っ
ていたという開墾地に建てられた養鶏場は避難

の中で打ち捨てられ、その後の雪で倒壊し、餓
死した鶏の羽などが散乱、荒れ放題でした。高
橋さんはシベリア抑留の経験から「仮設住宅は
収容所と同じで眠れない」といってたびたび自
宅に戻ってきた時期もあったとのことでした。
　【津島と葛尾の帰還困難と解除の境界区域】
津島側の高台
から見渡した
葛尾との境界
はきれいに除
染されたとこ
ろと手つかず
で荒れたまま
のコントラス
トが、放射能
汚染による分断と差別の象徴のような風景でし
た。
　【長安寺】多くの檀家、歴史があり地域にとっ
て大きな存在の寺も移転せざるをえなくなった
と、たまたま居合わせた住職が戸惑い顔で話し
てくれました。（福島に設けた別院には、現在
100 体ほどの遺骨が安置されています）
　【浪江高校津島分校】校舎は窓がコンパネで
打ち付けられていました。村民の運動会などの
行事にも使われていたというグランドは、つい
最近何度目かの除染が行われたらしく、きれい
にされていました。（DVD「ふるさと津島」に
は草ぼうぼうのグランドが映っています）

　今回、原発事故がもたらした事実を是非とも
知ってほしいという一念で、自宅を含む津島地
区内を案内してくださったお三方にあらためて
深く感謝します。原発のない社会をめざす活動、
７月 30日判決の「ふるさとを返せ　津島原発
訴訟」「公正判決要求署名」への取り組みも強
めていきたいと思いました。

　「原告団意見陳述集」「DVD ふるさと津島」
各 1,000 円をぜひご覧ください。
　購入は、原告団会計・三瓶春江さんに
　☎ 090-6222-3524
　メール sugata.family3524@outlook.jp

武藤さん宅前で説明を受ける

動物に荒らされた武藤さん宅

葛尾との境・モニタリングポスト
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　４月１６日１８時より東京・水道橋の「東京
学院」で、「とめよう！東海第二原発首都圏連
絡会」の主催による「東海第二原発とめよう」
集会が開かれた。３月１８日に水戸地裁（前田
英子裁判長）は、東海第二原発の運転差し止め
判決を出した。この勝利判決を生かして東海第
二の再稼働を止め、廃炉に追い込むにはどうす
ればいいのか、それが集会のテーマである。
●「避難できないから運転差し止め」は初めて
　まず、東海第二原発差止訴訟弁護団共同代表
の河合弘之弁護士から１時間強、水戸地裁判決
の解説を受けた。①重大事故が起きた時に逃げ
られない、という誰でも分かる理由で運転差し
止めとした初めての判決である。他の原発にも
共通することなので、他の訴訟に応用できる。
　②争点は１１項目あるが、勝ったのは１１番
目の避難問題だけ。老朽化原発であること、基
準値震動が過少であること、耐震性が不足して
いること、などは認められなかった。しかし、
主文に結びつくものだけが判決理由、「判例」
になる。１から１０は「判例」にならない。
　③原発の安全確保の国際的基準として、深層
防護は５段階（５層）の防護手段があるとす
る。レベル１層から５層のうち、５のレベルに
ついて「原子力災害対策指針が定める防護措置
が実現可能な避難計画及びこれを実行し得る体
制が整えられているというにはほど遠い状態で
あり、防災体制は極めて不十分であると言わざ
るを得ず」と判決した。
　④１層から４層は超難しい科学技術論争にな
る。そういう所ではなく、逃げられるかどうか
という裁判官が自分で考えて判決を出せる所で
勝てたわけで、色々な副産物がある。今までの

差し止め裁判は科学技術論争をやりすぎ、もっ
と分かりやすい論争をやらないといけない。
　聞いていて、③では、判決文には以下のよう
に明言されていることも強調すべきだと感じ
た。「深層防護の第５の防護レベルについても、
大規模地震、大津波、火山の噴火等の自然現象
による原子力災害を想定した上で、実現可能な
避難計画が策定され、これを実行し得る防災体
制が整っていなければ、第５の防護レベルが達
成されているということはできない」

●２２年９月に事実上の再稼働を狙う
　そのあと、主催者から行動提起が提案され、
４点が強調された。
　１．「とめよう！東海第二原発キャラバン行
動」の提案 ( 茨城県内から東京・日本原電本店
前まで)。７月10日(土)から20日(火)を予定。
　２．東海第二原発の再稼働は 22 年 12 月と
日本原電社長の発言があったが、実際には 22
年９月が事実上の再稼働開始となることが分
かった。
　３．第３弾の「東海第二原発再稼働阻止の署
名活動」を行う。
　４．毎月定例第１水曜の「日本原電本店抗議
行動」を質・量ともに強化する。同日開催され
る「東京電力本店合同抗議行動」との連帯も引
き続き、強化したい。
　その後の討論で、避難問題を重視する、茨城
県の各自治体を攻める、首都圏連の大衆行動を
強める、原電による敦賀原発の地質データ改ざ
んを問いただしつづける、などの意見があり、
今後の行動を促すものとなった。（事務局）

「深層防護の考え方」朝日新聞２０２１年 3月１9日より

４・１６
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原発トピックス（2021 年 4月 12 日～ 5月 11 日）

◆自民有志、原発建て替えへ新議連

　自民党の有志議員による「脱炭素社会
実現と国力維持・向上のための最新型原
子力リプレース推進議員連盟」は１２
日、国会内で設立総会を開いた。政府が
今夏にもまとめる次期エネルギー基本計
画で、原発の新増設やリプレース（建て
替え）が柱となることを目指す。稲田朋
美が会長、安倍晋三や甘利明らが顧問に
就いた。（４月１２日　産経）

◆東海第二で事故シナリオ提示求め

　東海第二の再稼働の際に事前了解を取
る対象の６市村の首長が１２日、再稼働
に向けて進められている対策工事の現場
を視察した。水戸地裁が日本原電に運転
差し止めを命じた判決を受け、首長側か
ら原電に対し「事故想定のシナリオを示
してほしい」と注文が出た。「どういう
事故が起きてどの段階で避難するのか」
と。（４月１３日　東京・茨城版）

◆柏崎刈羽で東電に是正措置命令

　柏崎刈羽原発の「テロ対策の不備」が
相次いだ問題で、原子力規制委員会は
１４日、東電に核燃料の移動を禁じる是
正措置命令を確定した。今後１年以上か
けて追加検査をする。東電はその間、燃
料を炉に搬入できなくなり、再稼働はで
きない。原子力炉等規制法による是正措
置命令は、商業原発では初めて。（４月
１５日　朝日など）

◆処理水放出してもタンク増える

　福島第一原発から海に流す方針が決
まった処理水について、政府が定めた放
射能の放出上限（年間２２兆ベクレル、
約３万トン相当）まで処分しても、タン
クに保管する水が減らないことが分かっ
た。雨や地下水の流入で増える汚染水が、
処分量を年間数千トン上回るため。政
府・東電の公表資料から朝日新聞が試算
した。（４月１５日　朝日デジタル）

◆復興庁、電通に３年で１０億円

　福島第一原発事故からの復興を目的と
した風評払拭のため、復興庁は１８年度
～２０年度に計１０億１６００万円を投
じて、電通に「放射線等に関する情報発
信事業」を発注していた。事業の中心は
同庁のポータルサイト「タブレット先生
の福島の今」の製作で、福島の魅力発信
や風評対策のためにゲーム・動画などを
配信している。（４月１５日　毎日）

◆４０年超の高浜１号機、再稼働へ

　関西電力は７日、運転開始から４０年
を超える高浜原発１、２号機と美浜原発
３号機のうち、高浜１号機から再稼働の
調整を進めると発表した。ただ、運転を
再開したとしても、特定重大事故等対処
施設（テロ対策施設）の工事が期限の６
月９日までに完了しないため、短期間で
停止しなければならず、営業運転を前提
としない。（５月８日　時事）
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　年会費の納入をお願いします。年会費（１月～
１２月）個人一口 2000 円、団体一口３０００円
です。保養カンパも通年で受け付けています。よ
ろしくお願いいたします。

◇◆◇　郵便局　振替口座　◇◆◇
口座番号　00120-8-763817
加入者名　ＮＡＺＥＮ
銀行口座からの振込の場合　〇一九店　0763817
※振り込みの際は、「年会費○人、○団体分」
「保養カンパ」などお書き下さい

7

◇◆◇　診療所基金はこちら　◇◆◇
　　福島診療所建設委員会の口座へ
★郵便振込口座　02200-8-126405

　　　福島診療所建設基金

★銀行口座

　福島銀行　本店（110）普通　1252841

　福島診療所建設基金　代表　渡辺　馨

へへ

1

■汚染水海洋放出に絶対反対！
　吉村知事、松井市長の福島原発汚染水大阪湾放出発
言を許さない！！福島に連帯して闘う
　NAZEN 関西集会とデモ
と　き　5月 26日午後６時
ところ　中之島公園前広場（京阪なにわ橋駅前）
■福島・第 8回ふくしま共同診療所共にあゆむ会
と　き　5月 30日（日）13時～ 16時
ところ　福島市民会館 301 号室
テーマ　広島「黒い雨」訴訟と福島内部被曝問題

★５月後半の行動については、
ＮＡＺＥＮブログをごらん下さい

★汚染水の海洋放出に反対して各地で行動

●４・９福島駅前

●４・１３、１４宮城でスタンディング

●４・１３首相官邸前

●５・９熊本

NAZEN 熊本の会員たちの初めての街頭行動。若者
たちが「署名はないの？」と手を振ってくれた。

みぞれの中、いつもの 3倍から 4倍の受け取り。怒
りが街頭にあふれていた。

怒りでいっぱい。この日は関西でも街頭でビラをまいた。


